
日 本 海 ま ぐ ろ 漁 業 連 合 海 区 漁 業 調 整 委 員 会  

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 基 本 方 針  

 
 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 方 針 は 、 日 本 海 ま ぐ ろ 漁 業 連 合 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 （ 以 下 「 本 委 員

　 会 」 と い う 。） の 情 報 シ ス テ ム が 取 り 扱 う 個 人 情 報 及 び 行 政 運 営 上 重 要 な 情 報

　 の 破 壊 、 改 ざ ん 又 は 外 部 へ の 漏 え い 等 が 生 じ た 場 合 の 被 害 の 重 大 性 に 鑑 み 、 本

　 委 員 会 の 保 有 す る 情 報 資 産 を 様 々 な 脅 威 か ら 防 御 し 、 本 委 員 会 の 情 報 資 産 の 機

　 密 性 、 完 全 性 及 び 可 用 性 を 維 持 す る た め の 基 本 的 な 事 項 を 定 め 、 も っ て 道 民 の

　 財 産 及 び プ ラ イ バ シ ー の 保 全 並 び に 安 定 的 な 道 行 政 の 実 現 に 資 す る こ と を 目 的

　 と す る 。  
（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 方 針 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る

　 と こ ろ に よ る 。  
 (1)  ネ ッ ト ワ ー ク  

    　 コ ン ピ ュ ー タ 等 を 相 互 に 接 続 す る た め の 通 信 網 及 び そ の 構 成 機 器 （ ハ ー ド

　 　 ウ ェ ア 及 び ソ フ ト ウ ェ ア ） を い う 。  
 (2)  情 報 シ ス テ ム  

    　 コ ン ピ ュ ー タ 、 ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 電 子 デ ー タ で 構 成 さ れ 、 情 報 処 理 を 行 う

　 　 仕 組 み を い う 。  
 (3) 電 子 デ ー タ  

     電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 、 光 学 的 方 式 等 の 方 式 に よ り 記 録 さ れ た 情 報 を い  

   う 。  
 (4) 情 報 資 産  

     本 委 員 会 が 使 用 し 、 所 有 し 、 又 は 管 理 す る 次 に 掲 げ る も の を い う 。  
     ① 電 子 デ ー タ 及 び こ れ を 記 録 す る た め の 媒 体  

     ② 電 子 デ ー タ を 処 理 又 は 伝 送 す る た め の 設 備 及 び 機 器  

     ③ プ ロ グ ラ ム の ラ イ セ ン ス 及 び そ の 権 利 を 証 明 す る た め の 部 材  
     ④ ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 情 報 シ ス テ ム 並 び に こ れ ら に 関 す る 設 備  

     ⑤ ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 情 報 シ ス テ ム で 取 り 扱 う 情 報 （ 電 子 デ ー タ を 入 力 す る  

       た め の 帳 票 な ど 、 印 刷 し た 文 書 を 含 む 。）  
     ⑥ 情 報 シ ス テ ム の 仕 様 書 及 び ネ ッ ト ワ ー ク 図 等 の シ ス テ ム 関 連 文 書  

 (5) 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策  

     情 報 資 産 の 機 密 性 、 完 全 性 及 び 可 用 性 を 維 持 す る こ と を い う 。  
 (6) 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー  

     こ の 方 針 及 び こ の 方 針 に 基 づ き 定 め ら れ た 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 基 準 を い  

   う 。  
 (7) 機 密 性  



     情 報 へ の ア ク セ ス を 認 め ら れ た 者 だ け が 、 そ の 情 報 に ア ク セ ス で き る 状 態  

   を 確 保 す る こ と を い う 。  
 (8) 完 全 性  

     情 報 が 破 壊 、 改 ざ ん 又 は 消 去 さ れ て い な い 状 態 を 確 保 す る こ と を い う 。  

 (9) 可 用 性  
     情 報 へ の ア ク セ ス を 認 め ら れ た 者 が 、 必 要 な と き に 中 断 す る こ と な く 、 情  

   報 及 び 関 連 資 産 に ア ク セ ス で き る 状 態 を 確 保 す る こ と を い う 。  

(10) そ の 他 の 関 連 規 程 等  
     情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に 関 す る 施 策 、 措 置 、 手 順 等 を 定 め た 規 程 の ほ か 、  

   通 知 及 び 各 管 理 者 に よ る そ の 他 の 指 示 事 項 を い う 。  

（ 対 象 と す る 脅 威 ）  
第 ３ 条  情 報 資 産 に 対 す る 脅 威 と し て 、 次 に 掲 げ る も の を 想 定 し 、 情 報 セ キ ュ リ  

  テ ィ 対 策 を 実 施 す る 。  
 (1 )  不 正 ア ク セ ス 、 ウ イ ル ス 攻 撃 、 サ ー ビ ス 不 能 攻 撃 等 の サ イ バ ー 攻 撃 及 び 部

    外 者 の 侵 入 等 の 意 図 的 な 要 因 に よ る 情 報 資 産 の 漏 え い ・ 破 壊 ・ 改 ざ ん ・ 消 去

    、 重 要 情 報 の 詐 取 、 内 部 不 正 等  
 (2 )  情 報 資 産 の 無 断 持 ち 出 し 、 無 許 可 ソ フ ト ウ ェ ア の 使 用 等 の 規 定 違 反 、 設 計

    ・ 開 発 の 不 備 、 プ ロ グ ラ ム 上 の 欠 陥 、 操 作 ・ 設 定 ミ ス 、 メ ン テ ナ ン ス 不 備 、

    内 部 ・ 外 部 監 査 機 能 の 不 備 、 外 部 委 託 管 理 の 不 備 、 マ ネ ジ メ ン ト の 欠 陥 、 機

    器 故 障 等 の 非 意 図 的 要 因 に よ る 情 報 資 産 の 漏 え い ・ 破 壊 ・ 消 去 等  

 (3) 地 震 、 落 雷 、 火 災 等 の 災 害 に よ る サ ー ビ ス 及 び 業 務 の 停 止 等  

 (4) 大 規 模 ・ 広 範 囲 に わ た る 疾 病 に よ る 要 員 不 足 に 伴 う シ ス テ ム 運 用 の 機 能 不  

   全 等  

 (5) 電 力 供 給 の 途 絶 、 通 信 の 途 絶 、 水 道 供 給 の 途 絶 等 の イ ン フ ラ の 障 害 か ら の  

   波 及 等  
（ 適 用 対 象 ）  

第 ４ 条  こ の 方 針 は 、 漁 業 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 267号 ） 第 147条 に 基 づ き 設 置 さ れ

　 た 本 委 員 会 に 適 用 す る 。  
２  こ の 方 針 は 、 前 項 の 機 関 に 勤 務 す る 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 261号 ） 第

　 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 一 般 職 の 職 員 に 適 用 す る 。  

（ 組 織 体 制 ）  
第 ５ 条  情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 統 一 的 な 取 組 み を 確 保 す る た め 、 本 委 員 会 に お

　 い て 必 要 な 組 織 体 制 を 整 備 す る 。  

（ 職 員 の 基 本 的 責 務 ）  
第 ６ 条  職 員 は 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 重 要 性 を 認 識 す る と と も に 、 業 務 の 遂

　 行 に 当 た っ て は 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に 関 係 す る 法 令 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ

　 リ シ ー 及 び そ の 他 の 関 連 規 程 等 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  
（ 責 務 の 違 反 ）  

第 ６ 条 の ２  前 条 の 責 務 に 違 反 し た 職 員 は 、 当 該 違 反 の 重 大 性 、 違 反 時 の 状 況 等

　 に 応 じ て 、 地 方 公 務 員 法 第 29条 の 規 定 に 基 づ く 懲 戒 処 分 等 の 対 象 と さ れ る 。  



（ 評 価 及 び 見 直 し ）  

第 ７ 条  情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー の 遵 守 状 況 を 検 証 す る た め 、 定 期 的 又 は 必 要

　 に 応 じ て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査 及 び 自 己 点 検 を 実 施 し 、 運 用 改 善 を 行 い 、 情 報

　 セ キ ュ リ テ ィ の 向 上 を 図 る 。 ま た 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー の 見 直 し が 必 要 

　 な 場 合 は 、 適 宜 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー の 見 直 し を 行 う 。  
（ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査 及 び 自 己 点 検 の 実 施 ）  

第 ８ 条  情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー の 遵 守 状 況 を 検 証 す る た め 、 定 期 的 又 は 必 要

　 に 応 じ て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査 及 び 自 己 点 検 を 実 施 す る 。  
（ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー の 見 直 し ）  

第 ９ 条  情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査 及 び 自 己 点 検 の 結 果 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー

　 の 見 直 し が 必 要 と な っ た 場 合 及 び 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 状 況 の 変 化 に 対 応

　 す る た め 新 た に 対 策 が 必 要 に な っ た 場 合 に は 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー を 見 

　 直 す 。  
（ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 基 準 等 の 準 用 ）  

第 10条  こ の 方 針 に 基 づ く 対 策 等 を 実 施 す る た め に 必 要 と な る 具 体 的 な 事 項 に つ

　 い て は 、 北 海 道 総 合 政 策 部 長 が 定 め る 北 海 道 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 基 準 （ 以 下

　 「 対 策 基 準 」 と い う 。） 及 び そ の 他 の 関 係 規 定 を 適 用 す る （ 内 容 上 知 事 部 局 の

　 み に 適 用 さ れ る 規 定 を 除 く 。）。  

２  前 項 の 対 策 基 準 の 適 用 に 当 た り 必 要 な 語 句 の 読 み 替 え に つ い て は 、 事 務 局 長

　 が 別 途 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３ 　 対 策 基 準 第 13条 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 委 員 会 に つ い て は 、 事 務 局 長 が こ れ に 対

　 応 す る も の と す る 。  
 

    附  則  

こ の 方 針 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


